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議案第１２５号 

上越市農業集落排水条例の一部改正について 

上越市農業集落排水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 令和４年１１月３０日提出 

                         上越市長  中 川 幹 太 

 

   上越市農業集落排水条例の一部を改正する条例 

 上越市農業集落排水条例（平成８年上越市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

               「   「   

  １，５７６．３０円  １，６６９．８０円  

  ８１．４０円  ８６．９０円  

  １９５．８０円  ２１０．１０円  

別表第１中  ２２２．２０円 を ２３８．７０円 に改める。 

  ２５３．００円  ２８４．９０円  

  ３１３．５０円  ３４６．５０円  

   」  」 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例の施行の日前から継続して排水処理施設を使用している者については、改正後

の別表第１の規定は、同日以後最初に汚水の排除量を認定する日以後の汚水の排除に係る

使用料から適用する。 

 


